
Ⅰ－11－① 

 

  NHO下志津病院 2018年 6月 改訂 

 

医療事故報告 

夜間・休日の報告体制 

 

 

  

 

 

 

                           

                     

 

□医療安全管理係長 

 

□医療安全管理室長 

 

□看護部長 

 

□事務部長 

 

 

報告者は患者影響レベル４以上、または「予期せぬ死亡」については疑わしい場合も含めて報

告する。 
管理事務当直は、院長・副院長の指示を医療安全管理係長以下に伝達する． 

予期せぬ死亡の疑いがある場合は院長指示により速やかに臨時医療安全管理委員会を開催す

る。 
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協議 

電話連絡 

管理事務当直が取り次ぎ 

状況の報告 


